
お問合わせは山梨県西部家畜保健衛生所まで
電話・・・0551-22-0771     FAX・・・0551-22-6728
夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018

毎日の健康観察を行い、死亡頭羽数の増加等の異状を発見し

た場合には、速やかに家畜保健衛生所に連絡をお願いします。
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山梨県西部家畜保健衛生所

夏季休暇期間中も引き続き、
家畜防疫対策の徹底をお願いします!

夏季休暇期間に入り、訪日外国人や日本人観光客の渡航の増加
が想定されることから、家畜伝染病の侵入リスクが高まっています。

国外の状況
・本年２月にシンガポールでアフリカ豚熱（ASF）が初めて発生。
・本年５月に韓国で口蹄疫が４年ぶりに発生。
国内の状況
・先月２２日に兵庫県で、８７例目の豚熱（CSF） が発生。

家畜伝染病の防疫対策に万全を期すため、
※衛生管理区域、畜舎内への病原体の侵入防止を徹底してください。
・必要のない者が衛生管理区域や畜舎に立ち入らないよう看板等を設置

すること。

・従業員も含め、衛生管理区域や畜舎に立ち入る場合には、専用の衣服

や手袋、長靴を着用すること。

・農場内及び畜舎、車両、人、物品等の消毒を励行すること。

・野生動物の侵入防止対策として防護柵、防鳥ネットを設置し、定期的

に点検及び必要に応じて修繕を実施すること。

※不要不急の海外渡航は自粛してください。
・外国人従業員を受け入れている農場では、禁止されている肉製品等が

持ち込まれることのないよう周知すること。


